
NO. 質問 回答

1

ヤード関連のヒアリング・現地調査について

・仕様書３．（１）④、３．（２）④、３．（３）④及び３．

（４）④に記載されている「全国●箇所、ブロック内●箇所」等の

「ブロック内」というのは、全て「関東ブロック内」という意味で

しょうか。

ご認識の通りです。

2

家庭用エアコンについて

・仕様書３．（１）④と３．（２）④、３．（３）④、において、

“再生資源物に加えて、家電４品目・業務用エアコンの調査も行い、

後述の３．（12）の業務の検討材料とする。”、と記載されています

が、これは３．（12）ではなく３．（11）のことを指すという理解

でよろしいでしょうか。

ご認識の通りです。

GEPS上で掲載しております仕様書につきましても、当該記載を３．

（11）に修正の上、差替えましたので、ご確認いただけますと幸い

です。大変失礼いたしました。

3

有害使用済機器保管等届出事業者について

・仕様書３．（１１）に記載されている「有害使用済機器保管等届

出事業者」の基礎情報は既に貴省で把握済みでしょうか。それとも

受託事業者が全都道府県に対して基礎情報の提供を依頼し整備する

のでしょうか。

弊省に基礎情報はありません。請負事業者が関係機関との調整等を

通じて、基礎情報を得ることになります。

　　質問回答


